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特別委員会委員長報告
９月定例会における特別委員会からの報告を掲載します

行
財
政
改
革
推
進
特
別
委
員
会

特別委員会委員長報告特別委員会委員長報告
市
税
等
滞
納
整
理
の
状
況

　

市
民
税
・
軽
自
動
車
税

・
固
定
資
産
税
に
、
た
ば

こ
税
を
合
わ
せ
た
前
年
度

現
年
収
納
率
は
、
前
々
年

度
に
比
べ
０
・
22
％
改
善

し
、
98
・
８
％
と
な
っ
た
。

　

「
軽
自
動
車
税
に
お
い

て
、
改
善
し
た
要
因
は
」

に
対
し
、
「
差
し
押
さ
え

や
滞
納
処
分
が
で
き
る
方

に
は
、
全
て
対
応
し
た
結

果
で
は
な
い
か
」
と
答
弁
。

「
今
後
も
努
力
を
」
と
申

し
添
え
た
。

　

国
民
健
康
保
険
税
の
滞

納
整
理
の
状
況
に
つ
い
て

で
は
「
現
年
分
は
伸
び
て

い
る
が
、
滞
納
分
の
改
善

が
図
れ
て
い
な
い
の
は
な

ぜ
か
」
に
対
し
て
「
国
保

税
は
高
額
に
な
る
の
で
、

厳
し
い
状
況
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
」
と
答
弁
。

　

市
営
住
宅
使
用
料
等
の

滞
納
整
理
の
状
況
は
「
滞

納
額
６
５
０
万
円
余
り
で
、

57
名
で
あ
る
」
と
報
告
。

　

７
月
14
日
に
都
市
計
画

に
関
す
る
小
委
員
会
を
、

７
月
30
日
と
８
月
24
日
に

特
別
委
員
会
を
開
催
し
た
。

　

７
月
14
日
は
、
香
美
市

内
の
不
動
産
業
者
の
方
と

質
疑
・
意
見
交
換
等
を
行

っ
た
。

　

７
月
30
日
は
「
香
美
市

立
移
住
定
住
交
流
セ
ン
タ

ー
の
業
務
に
つ
い
て
」
質

疑
・
意
見
交
換
等
を
行
い
、

指
定
管
理
者
で
あ
る
「
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
い
な
か
み
」
の

代
表
理
事
か
ら
は
、
セ
ン

タ
ー
の
役
割
と
し
て
「
移

住
に
対
す
る
不
安
を
軽
減

さ
せ
る
こ
と
」
「
地
域
と

移
住
者
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ

せ
る
こ
と
」
「
地
域
＋
移

住
者
の
可
能
性
を
示
す
こ

と
」
で
「
年
間
10
組
の
移

住
を
実
現
す
る
」
こ
と
等

が
示
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
７
月
14
日
の
小

委
員
会
に
つ
い
て
も
報
告

を
受
け
「
農
地
法
の
下
限

面
積
」
「
線
引
き
に
関
す

る
見
解
」
「
地
区
計
画
」

「
入
居
者
に
滞
納
が
あ
っ

た
場
合
、
連
帯
保
証
人
に

話
し
て
い
る
か
」
に
対
し

「
話
し
て
い
な
い
。
今
後

早
い
時
点
で
つ
な
い
で
い

く
」
と
答
弁
。

指
定
管
理
者
の
状
況

　

指
定
状
況
に
つ
い
て
は

「
本
市
に
は
41
施
設
あ
る
。

大
部
分
は
指
定
管
理
料
は

発
生
し
て
い
な
い
。
公
募

に
よ
ら
な
い
施
設
が
多
い

が
、
か
つ
て
公
募
し
た
経

過
が
あ
る
」
と
説
明
。

　

「
指
定
管
理
料
の
積
算

は
」
に
対
し
「
委
託
料
が

基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
実

情
に
合
わ
な
い
と
、
見
直

し
も
検
討
し
て
い
く
」
と

答
弁
が
あ
っ
た
。

定
住
人
口
増
加
促
進
特
別
委
員
会

「
野
市
町
の
現
状
」
「
43

条
に
関
す
る
見
解
」
「
南

海
ト
ラ
フ
地
震
対
策
も
見

据
え
た
安
心
・
安
全
の
ま

ち
づ
く
り
と
区
画
整
理
」

「
外
か
ら
見
た
土
佐
山
田

の
可
能
性
」
等
々
に
つ
い

て
質
疑
・
意
見
交
換
が

あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ

た
。

　

８
月
24
日
は
「
地
方
創

生
に
関
す
る
政
策
提
言
に

つ
い
て
」
を
議
題
と
し
、

７
月
30
日
付
で
回
答
の
あ

っ
た
も
の
の
中
か
ら
、
住

宅
関
連
事
業
に
つ
い
て
、

質
疑
・
意
見
交
換
等
を
行

い
、
残
余
に
つ
い
て
は
次

回
以
降
の
委
員
会
で
行
う

こ
と
と
し
た
。

　

ま
た
、
特
別
委
員
会
の

今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
の
審
査
内

容
を
整
理
し
、
総
合
計
画

と
の
整
合
性
も
図
り
な
が

ら
、
一
定
の
時
期
に
取
り

ま
と
め
を
行
い
、
政
策
提

言
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と

と
し
た
。
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　香美市議会では、議会改革の一環として、政策立案機能の向上に努めています。
このことに関連し、産業建設常任委員会では、産業振興条例の制定に取り組んで
います。
　産業振興条例は、農林業、商工業、大学、市民、行政が連携・協働することで
産業基盤の強化・安定を図り、地域経済の健全な発展と市民生活の向上を目指す
ものです。
　平成27年４月21日に素案を策定し、担当課との協議を経て、８月31日には土
佐香美農業協同組合、香美森林組合、物部森林組合、香美市商工会、香美市観光
協会、高知県土佐刃物連合協同組合、韮生の里、高知工科大学を訪問し意見聴取
等も行いました。いただいたご意見等は条例に反映すべく現在精査しています。
　今回は、条例の趣旨等を記載した前文（案）を掲載しました。お気づきの点等
ございましたら、Fax またはメールで産業建設常任委員会までお寄せいただけれ
ば幸いです。

産業振興条例（案）　～前文～
　香美市は、豊かな自然の恵みによって、古くから農林業を基幹産業として栄え
てきた。
　しかし、昭和３０年代後半からの高度経済成長により都市への労働力の流出や、
国の輸出産業重視の経済政策によって農林業は衰退し、農地の荒廃や後継者不足
が深刻な問題となっている。
　また、商工業も経済の国際化や企業間競争、急速な少子高齢化や人口減少によ
り、極めて厳しい経営環境に置かれている。さらに、不安定な雇用事情と相まっ
て危機的な地域経済の疲弊が懸念される。
　本市は、豊かな観光資源や文化、人材、自然環境に恵まれている。未来へと引
き継ぐまちづくりの資源は自らの手中にあることを自覚し、主体的に行動を起こ
す必要がある。
　このことから、本市の全ての事業者・関係団体・市民及び行政が一体となり、
経済の地域内循環を基本とした産業振興を総合的かつ恒常的に推進し、本市の健
全な発展と市民福祉の向上に資するため、この条例を制定する。

 Fax 0887－53－3233
メール gikai@city.kami.lg.jp

香美市議会事務局

ご意見をお待ち
しています　　

香美市産業振興条例の制定に
　　　　　取り組んでいます


